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平成２２年９月定例町議会提案理由 

 

 本日ここに、第３回定例町議会を召集しましたところ、議員各位

にはご多忙のところご出席いただき誠にありがとうございます。 

 

 今期定例会の開会にあたり、私の今後の町政運営に関する所信の

一端を申し上げ、議員各位並びに町民の皆様のご理解とご協力をい

ただきたいと存じます。 

 

 最重要課題となっています小学校統合については、依然として厳

しい財政状況ではありますが、平成２４年４月の開校に向けて、今

の智頭小学校を耐震補強並びに大規模改修し、安心安全、そして快

適な学舎を整備することとしています。 

 更に、喫緊の課題であります智頭中学校の改築について取り組み

をスタートさせ、本町の教育環境の充実を図ることとしました。 

 一方、統合後の智頭小学校以外の校舎につきましては、地域の皆

様の英知を結集していただき、地域づくりの拠点となるような有効

活用策の検討に一丸となって取り組んでいただきたいと考えており

ます。 

 こうした地域の取り組みが、智頭町に住む皆さんが地域に誇りと

自信を持ちながら安心して生き生きと暮らせる地域づくりに繋がる

ものと確信いたします。 

 

 それでは、今定例会に提案しました諸議案の審議をいただくにあ

たり、その概要を説明いたします。 

 

 議案第５７号と議案第５８号は、条例案件であります。 

 

 議案第５７号 智頭町褒章条例の一部改正につきましては、例年

１１月３日に挙行しております町表彰式において、町政の発展や町
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民福祉の向上に功労または善行があった個人及び団体に対して表彰

を行っておりますが、表彰審査委員会からのご意見に添い、今回、

記念品について条例の一部を改正するものです。 

 

  議案第５８号  智頭町個人情報保護条例の一部改正につきまして

は、統計法の全部改正と統計報告調整法の廃止に伴う改正です。 

 

 次に、議案第５９号から議案第６４号までは補正予算についてで

あります。 

 

 議案第５９号 平成２２年度智頭町一般会計補正予算について主

なものを説明いたします。  

  

 総務費では、国や県の補助金・助成金の最新情報に詳しい研究機

関とアドバイザリー業務の委託契約を締結する費用を計上していま

す。研究機関が中央省庁を中心に智頭町東京事務所的に動くことに

よって、情報の早期入手とそれに対するバックアップ効果を期待す

るものです。また、結婚推進事業として東部４町でカップリングパ

ーティーを開催する経費を計上しています。 

 

 民生費では、障害者に対し新体系へ移行後の事業運営費を、老人

福祉費では来年度から稼働する告知端末に接続して使用する緊急通

報装置の無停電電源装置に要する経費を、また、県からの委託事業

である認知症地域支援体制構築等推進事業の事業内容が確定したた

め、それに伴う調整をするとともに、国民健康保険事業特別会計、

介護保険事業特別会計への繰出金を措置しています。 

 

 衛生費では、日本脳炎の予防接種について、これまで積極的な勧

奨が差し控えられていましたが、このほど、生後６月から９０月に

至るまでの者に積極的な勧奨を行うこととなったため、所要の経費
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を措置しております。 

 

 農林水産業費では、農業従事者の高齢化、担い手不足に伴い、農

地の保全が困難となりつつある状況で、効率的な農業経営をするた

めに、農地の利用権設定を促進する補助金を計上しています。 

 また、農地の有効利用と効率的な農業施策を実施するため、農業

関係団体が保有する農業情報を電算一元化する補助金を計上してい

ます。 

 従来から、私は、林業、農業に軸足を置いたまちづくりを提唱し

ておりますが、これまで以上に林業の担い手育成を進めるとともに、

農業従事者の拡大や販路開拓に一層力を入れる必要があり、これを

具現化するためには株式会社サングリーン智頭の運営を強化する必

要があることから、この支援を行う費用を計上しています。 

 林業振興のため、木の宿場プロジェクト推進にあたり、山村再生

アドバイザーの豊富なノウハウを活用する経費、及び林地残材の回

収、地域通貨の流通について社会実験を行う補助金を計上していま

す。 

  

 教育費では、冒頭申し上げました小学校の耐震補強・大規模改修

に伴う工事請負費、及び智頭中学校管理棟、技術棟の耐震診断に係

る所要の経費を計上しています。 

 智頭宿整備活用事業として、町並みギャラリー、智頭往来ウオー

クを実施することとし、所要の経費を計上しています。 

 

 災害復旧費では、去る７月１１日から１２日の梅雨前線豪雨によ

る、農地農業用施設併せて５カ所の災害に対しての復旧費を計上し

ています。 

 

 その他、年度後半の時間外手当の所要額を特別会計を含め計上し

ております。 
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 以上、今回の一般会計補正予算額は、６億２，７０９万１千円で

あり、補正後の予算総額は５４億８，９２９万６千円となります。 

 

 次に、議案第６０号から議案第６４号までは特別会計に関する補

正予算でありますが、説明は省略させていただきます。                   

 議案第６５号から議案第７７号は、平成２１年度一般会計、特別

会計及び公営企業会計の決算認定を求めるものであります。 

 この１３議案につきましては、８月２３日から２７日及び９月２

日の６日間、監査委員により監査を受けたものを、その意見を添え

て本議会の認定を求めるものであります。 

 

 議案第６５号 平成２１年度智頭町一般会計歳入歳出決算の認定

についてでありますが、歳入総額５５億５４７万９，５８５円、歳

出総額５２億２，７１８万６，５２８円、歳入歳出差引残額が２億

７，８２９万３，０５７円であり、残額を平成２２年度に繰り越し

ております。詳細につきましては、決算書並びに付属書類のとおり

です。 

 

 議案第６６号 平成２１年度智頭町国民健康保険事業特別会計歳

入歳出決算の認定については、歳入総額９億５，８０５万４６４円、

歳出総額９億２，４９７万７，０７１円、歳入歳出差引残高３，３

０７万３，３９３円となっています。 

 

 議案第６７号 平成２１年度智頭町簡易水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定については、歳入総額８１５万４，２２４円、歳出総

額８１２万３，５８０円、歳入歳出差引残高３万６４４円となって

います。 

 

 議案第６８号 平成２１年度智頭町住宅新築資金等貸付事業特別
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会計歳入歳出決算の認定については、歳入総額８０８万９，３７１

円、歳出総額８０８万９，３７１円、歳入歳出差引残高０円となっ

ています。 

  

 議案第６９号 平成２１年度智頭町公共用地先行取得事業特別会

計歳入歳出決算の認定については、歳入総額７万５，４８１円、歳

出総額７万５，４８１円、歳入歳出差引残高０円となっています。 

 

 議案第７０号 平成２１年度智頭町老人保健特別会計歳入歳出決

算の認定については、歳入総額６３万７，１９８円、歳出総額６３

万７，１９８円、歳入歳出差引残高０円となっています。 

 

 議案第７１号 平成２１年度智頭町公共下水道事業特別会計歳入

歳出決算の認定については、歳入総額２億９，７９３万４，４９３

円、歳出総額２億８，９７５万２，３０３円、歳入歳出差引残高８

１８万２，１９０円となっています。 

 

 議案第７２号 平成２１年度智頭町農業集落排水事業特別会計歳

入歳出決算の認定については、歳入総額４億３，３４８万９，４７

９円、歳出総額４億１，６７８万７，５６６円、歳入歳出差引残高

１，６７０万１，９１３円となっています。 

 

 議案第７３号 平成２１年度智頭町介護保険事業特別会計歳入歳

出決算の認定については、歳入総額９億３，２４１万２，２７９円、

歳出総額９億２，０１９万６，９８８円、歳入歳出差引残高１，２

２１万５，２９１円となっています。 

 

 議案第７４号 平成２１年度智頭町介護保険サービス事業特別会

計歳入歳出決算の認定については、歳入総額２億２，２４４万６，

８２４円、歳出総額２億２，２４４万６，８２４円、歳入歳出差引



- 6 - 

残高０円となっています。 

 

 議案第７５号 平成２１年度智頭町後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算の認定については、歳入総額８，９５７万３，３１０円、

歳出総額８，９３６万５，５１０円、歳入歳出差引残高２０万７，

８００円となっています。 

 

 議案第７６号 平成２１年度智頭町水道事業会計歳入歳出決算の

認定については、消費税抜きで営業収益が６，３５５万８，１７８

円、営業外収益が９７万６，９２４円、営業費用が５，６２８万８，

７５５円、営業外費用が４５６万４，６３３円、特別損失が５２１

万５，５１０円で当年度純損失は１５３万３，７９６円ですが、前

年度繰越利益剰余金が１，３０８万４，１１２円で、当年度未処分

利益剰余金は１，１５５万３１６円となっています。 

 

 議案第７７号 平成２１年度智頭町病院事業会計歳入歳出決算の

認定についてであります。 

 平成２１年度は、一般病床７９床、療養型病床２０床、介護老人

保健施設４５床の４看護単位、１５診療科で運営しました。 

  決算の状況は、消費税抜きで収益的収入及び支出は、事業収益１

８億５，２９８万２，２１１円、事業費用１８億３，９５３万６，

６０９円となっております。 

 当年度純利益は、１，３４４万５，６０２円となりました。 

 資本的収入及び支出は、収入１億９８４万２，６９８円、支出 

２億６，０４７万８３５円となっております。 

 

 議案第７８号 智頭町教育委員会委員の任命については、現任の

吉田一枝（よしだ かずえ）氏が平成２２年９月３０日で任期満了

となり、新たに寺坂敏子（てらさか としこ）氏を選任するため本

議会の同意を求めるものです。 
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 議案第７９号 智頭町過疎地域自立促進計画については、過疎地

域自立促進特別措置法の規定により、本議会の議決を求めるもので

す。 

 

 議案第８０号 工事請負契約の締結については、役場庁舎空調設

備工事に係る工事請負契約の締結について地方自治法の規定に基づ

き本議会の議決を求めるものです。 

 

 議案第８１号、第８２号 財産の取得については、携帯電話不感

地区である板井原地区と八河谷地区に着工を予定しております移動

通信用鉄塔設備事業に係る無線設備の取得について、議決をお願い

するものであります。 

 

  以上、本議会に提案いたしました諸議案の概要を説明申し上げま

した。詳細については主管課長及び担当者をもって説明させますの

で、よろしく審議いただきますようお願いしまして、簡単ではあり

ますが説明を終わります。 

 

 

 

 

 

 

 


